
 

長岡工業高等専門学校後援会新津支部 会則・規程 

 

（役員定数） 

第１条 本支部役員（以下「役員」という）は三役（支部長・副支部長・会計 各１名）の他８名の 

計１１名にて構成する。 

 

（評議員の選出） 

第２条 評議員（支部長・副支部長・会計を含む）は、立候補がある場合を除き、第４条により 

選出された役員の内、過去に役員を経験していない者の中から４名を選出する。 

評議員の任期は、本人が希望する場合を除き１年間（４月１日から翌年３月３１日まで）とする。 

評議員は本部役員会に出席し、事業計画、予算決算及びその他重要な事項を審議する。 

 

（本部役員の選出） 

第３条  年度により、本部役員を選出する。本部役員は評議員を兼務しないものとする。 

 

（役員選出の内訳） 

第４条  新役員は、立候補がある場合を除き、原則、新３年生保護者、新２年生保護者の内、 

役員未経験者から９名、現役員（評議員及び役員を２年経験した者を除く）から２名を選出する。 

但し、上記条件を満たす者に不足が生じる場合は、不足する分を役員未経験者、 

役員１回経験者（評議員経験者を除く）の順に、新３年生保護者、新 2年生保護者、 

新４年生保護者、新５年生保護者の中から選出する。（新 2年生は、原則一般役員とし、 

割り当て人数は、その時の役員で決める） 

 

（任期） 

第５条－１ 役員の任期は１年間（４月１日から翌年３月３１日まで）とする。 

但し、現役員から選出された役員の任期は２年間とする。 

第 3 条に規定する本部役員に選出された役員の任期は、本部後援会会則に準ずる。 

 

第５条－２ 前年度評議員の中より１～２名程、相談役を設け、評議員のアドバイザーとする。 

又は、評議員として残り、後援会活動に従事を可能とする。 

 

（会計年度） 

第６条  会計年度は、本部後援会会則に準ずる。 

 

（選出会議） 

第７条  役員（三役・評議員を含む）の選出は、現役員及び第４条に規定する新役員選出対象となる保護

者の出席による、役員選出会議にて行う。 

 

第 8 条  立候補者の場合は、出席者の３分の２以上の同意により承認する。 

 

第 9 条  推薦の場合は、候補者本人の同意及び、出席者の３分の２以上の同意により承認する。 



 

第 10 条  立候補、推薦のいずれもない場合は、話し合いにより決定する。 

 

第 11 条  選出会議に欠席した場合の取扱は、支部長に「一任」したものとする。 

 

第 12 条   役員をできないやむを得ない理由がある場合は、支部長にその理由を申請し、支部役員会にて

過半数以上の承認が得られた場合のみ役員選出が免除できる。 

（手当） 

第 13 条   支部における支部役員会議に交通費を支給する。 

        一律  １，０００円／会議 

      新旧役員の引継ぎ等についても、上記に準じて新旧役員に交通費を支給する。 

 

第 14 条  本部役員会に出席した場合には、公共交通機関の実費交通費を支給する。 

        

（文書保存期間） 

第 15 条  本部役員会および支部役員会等の文書保存期間を５年とする。 

 

（会則・規程の改定について） 

第 16 条  新津支部会則・規程の改定は、支部役員会に出席した役員の過半数の同意により、行うことが

できる。但し、支部役員３分の２以上が出席しない場合は、決議することができない。 

 

附則  制定：平成１４年度  

改定：平成１５年度（第４条） 

改定：平成１９年度（第２条） 

改定：平成２２年度（第２条） 

制定：平成２３年 ７月２３日（第１２条） 但し、平成２３年５月２１日に遡り施行する。 

改定：平成２４年 ２月１８日（第１３条） 

制定：平成２４年 ６月 ２日（第１４、１５条） 

改定：平成２４年 ８月２５日（第４、６、９、１０条） 

改定：平成２５年 ７月２０日（第１３条を削除、以降、繰り上げる。） 

改定：平成２５年１１月２４日（第１、２、４、５、６、１４条の改定） 

改定：平成２７年 ６月１９日（第６、７条を追加する。以降、繰り下げる。） 但し、平成２８年度より施行する。 

改定：平成 28 年 2月 14日（平成 27年 6月 19 日の改定を廃止する。第５、６、13 条を改定、第 7条を削除、以降、繰り上げる。） 

この改定は、平成２８年 4 月 1日より施行する。 

改定：平成３０年 ２月１７日（第２、４条の改定） この改定は平成３０年４月１日より施行する。 

制定 : 平成 30 年 6 月１３日(第 12 条を追加する。以降、繰り下げる。) 

改定 : 平成３０年 ６月１３日(第１４条) 

改定：令和２年 12 月 12 日（第４条に追事項目新２年生を盛り込む） 

制定：令和２年 12 月 12 日（第 5 条－２を制定評議員の中から 1～2 名程相談役を設け次年度評議員のｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰとする又評議員として 

残り後援会活動を可能とする） 


